
医療扶助・健康管理支援等に関する検討会「中間的な整理」 （令和 7年 1 2月 1 7日）

• 生活保護受給者の医療扶助・健康管理支援等に関する「当面の取組」と「中長期的な方向性」について議論し、検討状況をとりまとめ。

• 「引き続き検討」とされた内容については、厚生労働省において実態把握等を進めつつ、本検討会でさらに議論を深めていく。

• 医療扶助等の給付手続をデジタル化・効率化

●オンライン資格確認の活用促進（業務効率化、利用登録の勧奨）

●給付手続の効率化や更なるオンライン化に向け、引き続き検討

• レセプト・健診情報等の効率的・効果的な活用方策について、引き続き検討

医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用

• 生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進行。単身世帯・非稼働世帯の割合が高く、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は様々。
糖尿病等の外来受療率が高く、外来の受診日数や処方される医薬品の種類数は多い傾向。

• 日常生活面の自立や就労・社会参加に向け、健康課題・生活課題の早期把握や課題に応じた支援を強化。併せて、適正受診や医薬品の適正使用等も推進。

• 福祉事務所と庁内関係部署や地域の医療関係者等との連携を推進。デジタル活用等を通じた業務効率化や取組の重点化を通じて、限られた人的体制を有効活用。

検討に当たっての視点

• 福祉事務所による重複・多剤投与対策を強化

●文書を活用した対応（文書通知等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（６種類以上かつ複数医療機関受診）

●重点的な対応（対面指導、薬局への同行支援等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（15種類以上かつ複数医療機関受診）

＊当該対策について、福祉事務所の実施体制等に鑑み、薬学的リスク等を踏まえ、
対象者の中で、さらなる「優先順位付け」を実施

• 医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応を推進

●医療機関の受診時/薬局利用時にお薬手帳（１冊限定）の持参を原則とする

●医療機関・薬局は、お薬手帳の確認や電子処方箋等による薬剤情報の閲覧を
通じて、服薬状況等の確認を行うこととする

医薬品の適正使用や適正受診等

• 保健師等の専門職との協働や「都道府県による市町村支援」を推進

• 地域の医療関係者との間で、医療扶助等に関する課題・取組等を認識共有

実施体制の構築・強化

• 頻回受診の背景要因に応じた適切な対応を推進

●オン資システムの実績ログ機能を活用した頻回受診傾向の早期把握

●多様な社会参加の機会の案内・勧奨等を積極的に実施

• 効率的・効果的な実施に向けた枠組みを構築

●被保護者健康管理支援事業との一体的な運用について、引き続き検討

●地域の状況（指導対象者の減少等）に応じた取組の重点化を可能とする

• 患者の状態に応じた必要な医療の提供に向け、新たな対応を実施・検討

●「かかりつけ医」等の普及啓発・推進方策について、引き続き検討

●医療扶助の訪問看護について、適切な実施に向けて実態把握や個別指導を実施

●NDBデータの分析等を通じて実態・課題を整理しつつ、投薬・診療等に係るガ
イドラインや基準・ルールの設定について、引き続き検討

• 中長期的な視点で事業企画や効果評価を行う枠組みに標準化

●計画的な実施（１期６年） ●評価指標の標準化 ●国による丁寧な技術的支援

• 事業内容を「３つの柱」に標準化、「取組例」を拡充・多様化

①健康状態の把握 ：健診受診勧奨、生活習慣の把握（質問票の活用） 等

②状態に応じた個別的支援：保健指導、関係機関との連携（地域薬剤師会や健康サポート薬局等）等

③健康教育や普及啓発等 ：健康だより、他部門の取組活用（健康インセンティブ等）等

• 関係部門との連携強化（国が具体的な取組・調整方法等を整理・提示）

• 健康状態の把握に係る実効的な対策について、引き続き検討

効果的な健康管理支援
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